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令和４年度 

「団地と大学生による地域活性化協働事業」 

応募要項  

 
 

 

 

 

 

 

〇申込の概要 

この申込みには、申込資格があります。 

この「入居者応募要項」をよく読んでから、申込みをしてください。 

エントリーシートの提出は、メール、FAX、郵送又は持参にて受け付けます。 

 

【エントリーシートの提出先・問い合わせ先】 

NPO法人オールさこんやま 

〒241-0831 横浜市旭区左近山 1-31-101 電話・FAX：045-744-6585  

メール：allsakonyama@gmail.com 

 

 

 ※郵送による申込みは、受付期間の最終日必着とします。 

※持参による申込みの受付は、月～土 午前９時から午後６時までです。 

 

○事業主体 

 ＮＰＯ法人オールさこんやま（以下「NPO法人」） 
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◎はじめに 

 

旭区内にある左近山地区は、昭和 40年代前半に開発された集合住宅団地で、高齢化率は

46.5%です。（65歳以上、平成 30年９月 30日現在） 

高齢化に伴い地域活動の担い手不足が生じているほか、高齢者等への日常生活支援の必

要性もますます高まっています。 

そこで、地域活動の担い手を確保し団地の活性化を図ることを目的として、横浜国立大

学とＵＲ都市機構、旭区は、NPO法人オールさこんやまを運営主体とし平成 29年 3月 31

日に『左近山団地における大学生による地域支援活動事業に係る連携協定』を締結し、『大

規模団地における大学生による地域支援活動モデル事業（以下、「本事業」）』に取り組むこ

とになりました。 

横浜国立大学に在籍する学生が左近山団地に住みながら、福祉を中心に活発に活動する 

ＮＰＯ法人や活動団体、商店会、小中学校等と連携して地域の活性化に取り組む事業です。 

みなさまには、入居大学生が立ち上げた活動団体「サコラボ」に加入して地域を活性化 

する活動をしていただきながら、左近山を子育て世帯にとっても魅力的なまちにするため、

イベントの開催や小中学校でのボランティアに取り組んでもらいます。 

地域ですでに活動している大人達との協働事業です。 

この取組が、皆様の学業や今後の人生の一助になるとともに、団地の活性化につながる

ことを期待しています。 

 学生たちが作成したフェイスブックもご覧ください。 

https://www.facebook.com/sacolabo/ 
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１ 募集概要 

(1)内容 

左近山団地に入居して、NPO法人の活動や地域活動（以下、「地域活動」）に取り組む

横浜国立大学生の募集 

(2)対象 

横浜国立大学に在籍する学部生及び大学院生 

(3)募集人数：２名 

 

２ 申込み 

(1)申込資格 

次に掲げる条件すべてを満たす者とします。 

①横浜国立大学に在籍する学部生及び大学院生 

②活動団体「サコラボ」に入会し、指定の地域活動に参加する意志がある方 

③申込者本人及び連帯保証人が市町村民税を滞納しておらず、また、暴力団員（※）で

ない方 

※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員

をいいます。 

(2)申込方法 

提出様式１ エントリーシート（提出様式１）の提出により申込みを受け付けます。 

※この応募要項の内容をご理解した上で、申込みをしてください。 

※エントリーシートの提出は、メール、FAX、郵送又は持参にて受け付けます。 

(3)入居者の決定 

申込後、詳細な説明・住戸の内覧・面談を行ったうえで、入居者を決定します。 

 

◎申込みにあたっての注意 

(1)申込資格に関する基準日は「受付期間の最終日」現在とします。 

(2)申込みは、お一人につき１通に限ります。 

(3)次のような場合、申込みを無効とします。 

 1)申込資格がないとき。また、申込から入居手続きまでの間に申込資格をなくしたとき。 

2)エントリーシートに不正の記載があった時。 

3)エントリーシートに必要事項を記載していないとき。 

4)所定のエントリーシート以外で申込をしたとき。 

(4)エントリーシートの修正が必要な場合、無効とする前に本人に連絡し、修正期間※内

に問い合わせ先にて修正していただきます（郵送による修正はできません）。 

なお、期間内に修正がない場合、無効となります。 

(5)エントリーシートなど提出された書類は目的以外には使用しません。 

(6)ルームシェア等で同居人がいる場合は、届出が必要です。ご相談ください。 

※「修正期間」は、申込み日から起算して14日以内とします。 
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３ 支給要件 

下記の活動に取り組んでいただきます。 

 

(1)NPO法人の活動の企画・お手伝い 

・地域活動の中心になっているNPO法人オールさこんやまの活動の企画・お手伝いに月6

時間程度参加 

(2)サコラボ活動に参加 

・大学生等の活動団体「サコラボ」に入会して、NPO法人との協働イベントを企画して取

り組むなど、主体的に活動に参画します。 

 

 

※定めている活動時間は最低限求められる時間です。コロナ等社会情勢の影響で活動内容

が変更になる場合があります。 

 

 

４ 地域活動補助金 

 

(1)支給にあたって 

補助金は令和４年３月末までに交付決定を行い、４月１日から支給します。入居日等 

に係らず４月１日付けで活動団体「サコラボ」に入会して、活動に参加します。 

 

(2)交付手続き 

事業主体（NPO法人）は、入居者決定時に補助金の交付決定を別紙「地域活動補助金

交付決定通知書」（別紙3-1）により行います。 

入居者がUR都市機構と契約を行った後に、毎月2.5万円の補助金の支給を開始し、退

去時に支給を終了します。但し、UR都市機構との契約書の写しを提出することが条件で

す。 

    

(3)返還 

３カ月以上計画に則った、地域での活動を行わなかった場合、面談を行い、活動補助 

金の返還をしていただくことがあります。 

 

（4）退会について 

  「サコラボ」から退会する際は、退会希望日の原則 1か月前に事業主体に申し出をし 

て下さい。なお、退会を以て補助金の支給を停止します。 

 

（5）その他 

   本事業が終了となった場合には、補助金の支給は別途協議になります。 
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５ 入居について 

(1)入居する住戸 

左近山団地内のUR賃貸住宅住戸を内覧の上、選択していただきます。（参考：別図） 

契約者が35歳以下の場合、U35割を適用し、家賃が2割引きになります。 

 

(2)入居時期 

エントリーシートに希望日を記入してください。 

 

(3）契約 

・入居者は、UR都市機構と入居の契約を行います。 

・入居者は、１か月以上の予告期間をもって契約解除届を提出することにより、契約

の解約申入れができます。 

 

 (4)敷金・家賃・共益費 

ア 敷金 

・敷金は家賃の２か月分です。 

イ 家賃・共益費 

・家賃および共益費を UR都市機構にお支払いいただきます。なお、家賃は通常の家

賃（共益費は含まない）から２割引の金額となります。（ただし 35歳以下に限

る） 

・ルームシェアをする際は予めご相談ください。 

・家賃の額は住戸によって異なります。 

・家賃のほかに共益費（3,510円）の支払いが必要です。 

・家賃および共益費の額は、毎年度改定されることがあります。 

・電気・ガス・上下水道等の経費は入居者負担です。 

・毎月の家賃および共益費は、UR都市機構の定める日に口座振替によりお支払いい

ただきます。ただし、初回は、入居初月分の日割り家賃および日割り共益費をUR都

市機構の発行する振込票にてお支払いいただきます。 

 

（5）注意事項 

   住宅の申し込みにあたっては収入等の条件がありますが、学生の場合は所定の書類

を親族が提出することで、申し込み資格が得られます。詳細は、別添資料「UR住ま

いガイド」P.80をご確認ください。 
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  ◎入居にあたっての注意 

(1)団地内において、小鳥及び魚類以外の動物を飼うことはできません。  

(2)住宅の全部又は一部を転貸したり、賃借権を譲渡したりすることはできません。 

(3)退去時には、UR都市機構が定める修理及び取替などが入居者の負担となります。 

(4)住戸の模様替えまたは工作を希望する場合、あらかじめ所定の書類を UR 都市機構に

提出の上、許可をとる必要があります。原則として、退去時に居住者負担で原状回復

することが条件となりますが、原状回復が免除になるものもあります。また、原状回

復を免除した模様替え等であっても、退去時にその部分に汚損、破損がある場合には

その補修費用の負担が必要になります。詳細は別冊「住まいのしおり」をご確認くだ

さい。 

(5)居住者の責に帰すべき理由により賃貸住宅を汚損、破損もしくは減失したとき、また

は UR都市機構に無断で賃貸住宅の原状を変更したときは、直ちにそれを原状に回復し

ていただきます。 

(6)住戸はそれぞれ美観や補修内容が異なっており、現状有姿による入居となります。内

覧時にご確認ください。 

 (7)管理は入居者が管理責任を負います。 

(8)その他住宅の使用方法等に関し、ＵＲ都市機構の定めるルールを守っていただきます。

詳細は入居者に選定されたときに配布する「住まいのしおり」をご確認ください。  

併せて、別紙４「ＵＲ住まいガイド（抜粋）」を参照してください。 
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６ スケジュール（予定） 

ア申込みの締切              ：令和４年３月１８日（金） 

イ住戸の内覧や活動場所の見学・面談        ：エントリーシートに希望日を記入     

ウ入居予定者の決定（補助金の交付決定）  ：面談日以降に連絡 

エ入居手続き                 ：３月下旬 

※入居手続きは UR都市機構と進めていただきます。 

オ活動開始                  ：令和４年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

入居 

地域活動補助金交付決定通知 

 

住戸の内覧や活動場所の見学 

面談 

４/１時点で入居していなく

ても地域活動補助金を支給し

ますので活動に参加して下さ

い。 

 

 
面談日以降に連絡 

申込みの受付 
（エントリーシートの提出） 

入居手続きには時間を要しますのでお早

めに手続きを済ませて下さい 

 
申込みの締切：令和４年３月１８日（金） 

活動開始 

 

補助金交付開始 

 
エントリーシートの希望日をもとに調整 

入居手続き等 



 

令和４年度 団地と大学生による地域活性化協働事業 

エントリーシート 
（補助金交付申請書） 

 

フリガナ  性別 生年月日 

氏名   年 月 日 

フリガナ  

現住所  

連絡先 

Eメー

ル 
 

電話  

所属 
学部 

       大学院     学科 
学生番号  

同居人の有無 
□無し  □有り→ 同居人の氏名（            ）※ 

※活動費補助の対象は、申込者に限られます。 

自治会活動への参加※ 
※強制ではありません 

□自治会に加入し地域活動に積極的に参加します 

□自治会には加入しません 

 
■申込み内容の確認 

応募要項の内容を確認し、「令和４年度 団地と大学生による地域活性化協働事業」に申し込み

ます。また、地域活動補助金の交付を受けたいので申請します。 
なお、申込者本人は市町村民税を滞納しておらず、また、暴力団員（※）ではありません。 

※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員をいいます。 

■選定後の注意点 
 ・活動を開始するため、既に参加しているメンバーに連絡先を共有させていただきます。 
 ・広報のため、会議やイベント等活動の様子を写真撮影し、WEB 等で公開させていただきます。 

 
申込年月日  令和  年  月  日 

 
（申込者署名）  
       
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□昭和 

□平成 

提出様式１ 



 
 

 

 

■日程調整 

・ 住戸の内覧、活動場所の見学及び面談（２時間程度）希望日時を教えてくださ

い。（第３希望まで） 

第１希望日時 月  日  時 

第２希望日時 月  日  時 

第３希望日時 月  日  時 

 

■入居希望日 

 
 

※契約から入居まで時間を要しますのでお早めに手続きを進めて下さい 

 

以上 

 

１.参加を希望する理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ボランティアの経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．サコラボメンバーとして取り組んでみたいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 



左近山団地の概要
と

これまでの取組み

1

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まずは、横浜市の現状です。



対象となる旭区の大規模団地
2

左近山団地

若葉台団地

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
旭区の大規模団地は４つ県公社が開発した若葉台は築約40年で6千戸、その他は築約50年ＵＲが開発した左近山は5千戸市営住宅のひかりが丘は2千戸ＵＲ賃貸の西ひかりが丘は1千戸それぞれ、交通不便地域といわれる最寄り駅からおよそ15分以上かかるエリア高齢化率は市平均の倍、10年後に３人に１人が後期高齢者となる。



豊かな外部空間

中層住宅主体の街並み

・約54ha 団地内のバス停6カ所
（東西約1.3ｋｍ南北約0.8km）

・起伏に富む地形
（高低差最大約15ｍ）

・間取り、床⾯積：
1LDK〜3DK 41〜56㎡

団地の概要
3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
人口は約９０００人、高齢化率は、左近山地区としての数字ですが、２２．２％と非常に高く、高齢化が進んでいます。写真は団地の様子です。公園も多く、緑あふれる場所です。



バス交通
4

二俣川駅南口→左近山第一

7～8時 13本 約16分

東戸塚駅西口→左近山第６

7～8時 ６本 約22分

左近山第一→左近山第６

約5分



豊かなオープンスペース
5

広場・プレイロット・ちびっこプールなどが 計43カ所

公園マップの一部



都市機能の配置
6

賃貸住宅エリア（２カ所）の商店街

・スーパーなどの物販店舗

・医療、福祉

・子育て支援拠点、

コミュニティ拠点など



これまでの取組① オールさこんやま立上げ
7

平成25年５月 NPO法人オールさこんやまの立ち上げ

目的 左近山周辺地域の居住者及び会員の相互扶助のもと
全世代にわたる生活支援等のふれあい助け合いを実施、
地域及び社会における福祉の推進と公益への貢献を図る

主な取組
・コミュニティレストラン

ほっとさこんやま
（平成26年４月開所）
・小中学生の学習支援

「わかば教室」、「さくら教室」
・子育てママのキッズサロン
・おでかけワゴン
（平成29年９月試行運転開始）

ほっとさこんやま

おでかけワゴン



これまでの取組② パークプロジェクト
8

・平成28年１月、市内初、住民主催

によるコンペにより計画案を決定

・平成29年６月、

オープニングイベント

・平成30年５月、広場を活用した

結婚式



間取りの例

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらが代表的な部屋の間取りの例になります。別図として応募要項に綴じてありますのでそちらを見ていただいても大丈夫です。3ＤＫで、バストイレ別のお部屋です。



部屋の様子（例）

キッチン

お風呂

リビングダイニング

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらが中の様子です。お部屋によって中の状態は異なるので、一概に同じとは言えませんが、参考にしていただければと思います。これがキッチン、その横がリビングダイニングです。下の写真はお風呂です。



入居大学生の取組



平成29年3月、この団地において、
生活支援の充実や地域コミュニティの活性化を図るため、
横浜国立大学、ＵＲ都市機構及び旭区は、
大学生がＵＲ賃貸住宅に居住しながら地域活動に参加
する事業を行うこととしました。

事業の概要

【入居状況】
平成29年度
9月以降、4名
平成30年度
2月以降、5名
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← ビアガーデンイベント
H30.5、7（毎回50名以上参加）

↓ 流しそうめん H30.8
（60名参加）

断熱改修ワークショップ
H30.11（7名参加）
左近山料理教室
H31.2（9名参加）

平成30年度 新たなまちの魅力づくり



14令和元年４月 サコラボ始動

ニーズと現状の分析

さくら教室で先生をしてほしい
中学校で勉強のアドバイスをしてほしい
さこのみをしてほしい
商店街のイベントの手伝いをしてほしい などなど



15
サコラボのコンセプト

左近山をふるさとにしよう

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
左近山をふるさとにするのは僕たち自身もそうだし、そして僕たちが活動をすることで左近山をふるさとだと思ってくれる人が多くなっていけばいい。左近山での思い出の時間が積み重なる。その人の中で左近山がでの思い出が一生のものになる。そんな思い出を作る。左近山に関わる人がどんどん増えていけばいいな。



16

・国大生企画のビアガーデンイベント
・左近山ショッピングセンターとのコラボ
・夜の居場所を提供

令和元年６月 サコノミ始動

サコノミとは？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
多くの住民からの要望もあり、開催されたサコノミ。前の代の人たちのイベントを継続して行ったものコミュニティカフェで行った。



17

・左近山に住んでいる大学生を発掘するイベント
・左近山について語る
・左近山のいいとこを共有する

令和元年８月 U25左近山会議

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
左近山に住んでいる大学生を発掘しようと行われたU２５左近山会議左近山について語った結局、大人たちも参加し左近山の良さについてとことん話した会であった。左近山っていいな　ということを多くの人と共有できたことが良かった。



18令和元年10月 サコノミ

・6月からの継続イベント
・商店街とのコラボ
・多くの人にプロモーション（全戸配布・TV出演）
・ボランティアも主体になる
・新しさを追加して多くの人を呼び込む（おでん・熱燗）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
サコノミにもっと人がきてほしい、左近山に関わる人が増えてほしい新しいことをやってみた！という感じ住民の方だけでなく、今まで左近山にきたことがなかった人が多くきてくれたことは、良かったお客さんだけでなく、ボランティアの人たちも主体になれる・自分たちのやりたいこととのコラボもできた



19令和元年11月 ココタノ 視察（富士見台団地）

・学生主体の団地活性化の事例視察
・左近山を客観視する機会

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
谷地駅にある富士見台団地へ視察学生主体で活動を行なっている。学生主体でどうやって動いているのか、運営、組織形態など様々な話を聞いた。左近山と比べることで見えてくることがたくさんあった。これからの



20令和元年1２月 ガーランドワークショップ

・12月21日のイベントへのきっかけ作るイベント
・子供向けのイベント

プレゼンター
プレゼンテーションのノート




21令和元年1２月 カレー屋台出店

・左近山に住んでいない学生主体のイベント
・左近山に関わる人の増加

プレゼンター
プレゼンテーションのノート




 

 

令和  年  月  日 

 

           様 

 

特定非営利活動法人 オールさこんやま 

   

 
令和４年度 

団地と大学生による地域活性化協働事業 

補助金交付決定通知書 

 
 
 
令和 年 月 日に申請のありました地域活動補助金について、交付することを決定した

ので通知します。但し、UR 都市機構との契約書の写しを提出することが条件です。 

 

１ 地域活動補助金 交付決定額 

  月額￥２５，０００円 

 

２ 交付期間 

  令和４年 月 日から令和５年３月３１日まで 

 

連絡先  〒２４１－０８３１ 横浜市旭区左近山１－３１－１０１ 

ほっとさこんやま    電話 ７４４－６５８５  ファックス 同左 

 メール：allsakonyama@gmail.com 

 

 

 
 

印 

別紙３ 

mailto:allsakonyama@gmail.com
























別 図  

 
 
■代表的な間取り図 
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